
                  小谷野会計グループ 
〒151-0053 東京都渋谷区代々 木1-22-1 

代々木１丁目ビル 14 階 

TEL:03-5350-7435  FAX:03-5350-7436 

  

 

 TEL.03(5350)7435   otoiawase＠koyano-cpa.gr.jp 

https://www.koyano-cpa.gr.jp/©KOYANO CONSULTING GROUP 無断転載・引用禁止 
   

 

はじめに 

2021 年度税制改正大綱の中において、「給与等の引

上げ及び設備投資を行った場合の税額控除制度」及び

中小企業における「所得拡大促進税制」が見直される

こととなりました。今回はその改正の内容について記

載します。 

 

1.給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税額

控除制度の見直し 

(1) 現行と改正案の要件の比較 

現 行 

① 
適用年度の継続雇用者給与等支給額≧前事業年

度の継続雇用者比較給与等支給額×103％ 

② 
雇用者給与等支給額※1>比較雇用者給与等支給

額※2 

③ 
適用年度の国内設備投資額≧適用年度の減価償

却費総額×95％ 

改正案 

① 
適用年度の新規雇用者給与等支給額※3≧前事

業年度の新規雇用者比較給与等支給額×102％ 

② 変更なし 

③ 削除 

※1 損金の額に算入される国内雇用者に対する給与

等の支給額 

※2 前期の雇用者給与等支給額 

※3 国内の事業所において新たに雇用した雇用保険

法の一般被保険者(支配関係がある法人から異動した

者及び海外から異動した者を除く)に対して、その雇

用した日から１年以内に支給する給与等の支給額 

 

(2) 現行と改正案の税額控除額の比較 

現 行 

(雇用者給与等支給額－比較雇用者給与等支給額)×

15％(注 1) 

(注 1)適用年度の教育訓練費の額≧比較教育訓練費

※1×120％の場合は 20％ 

改正案 

控除対象新規雇用者給与等支給額※2×15％(注 1) 

(注 1)適用年度の教育訓練費の額≧前期の教育訓練

費の額×120％の場合は 20％ 

※1 適用年度より前 2 年以内に開始した各事業年度

に損金算入される教育訓練費の平均額 

※2 国内の事業所において新たに雇用した者(支配関

係がある法人から異動した者及び海外から異動した

者を除く)に対して、その雇用した日から１年以内に

支給する給与等の支給額 

 

(3) 適用年度 

2021 年 4月 1日から 2023 年 3月 31 日までの間に

開始する各事業年度が対象となります。ただし、設立

事業年度は対象外とされています。 

 

2.中小企業における所得拡大促進税制の見直し 

(1)適用要件の見直し 

改正案では、増加要件の判定を「継続雇用者給与等

支給額」ではなく、「雇用者給与等支給額」を基準に

判定することとされています。前期比 1.5%以上の増

加が必要な点は現行から変更はありません。 

 

(2)控除率上乗せ要件の見直し 

現行では継続雇用者給与等支給額が前期比で

2.5％以上増加し、かつ一定の要件を満たす場合には

税額控除率が通常の15％から25％に10％上乗せされ

ます。 

改正案では雇用者給与等支給額が前期比で 2.5％

以上増加し、かつ一定の要件を満たす場合に税額控除

率が 25％に上乗せされます。  

 

(3) 適用年度 

2021 年 4月 1日から 2023 年 3月 31 日までの間に

開始する事業年度が対象となります。 

 

3.「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」

の見直し 

改正案では給与等の支給額から控除する「他の者か

ら支払を受ける金額」について、その範囲を明確化す

るとともに、要件の判定をする際には雇用調整助成金

及びこれに類するものの額を控除しないこととされ

ます。 

   

おわりに 

適用できる企業の範囲は広がることが見込まれま

すので、適用漏れがないように注意しましょう。 

(担当：長澤) 
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